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○高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例 

令和３年１２月１６日 

条例第４５号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 指定通所支援の事業に関する基準 

第１節 指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準（第３条） 

第２節 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（第４条・第５

条） 

第３章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（第６条―第１０条） 

第４章 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（第 

１１条―第１４条） 

第５章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（第１５条―第１７条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）の

規定に基づき、児童福祉に係る事業及び施設に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく内閣府令の定めるところによ

る。 

（令５条例１４・一部改正） 

第２章 指定通所支援の事業に関する基準 

第１節 指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準 

第３条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６第４項及び第２１条

の５の２０第２項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。 

２ 指定障害児通所支援事業者は、暴力団（高槻市暴力団排除条例（平成２５年高槻市条

例第３３号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同

条例第７条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であってはならない。 

（令６条例１７・一部改正） 

第２節 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 
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（定員の遵守） 

第４条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童

発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害児の保護その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、共生型児童発達支援、基準該当児童発達支援、指定放課後等デイサー

ビス、共生型放課後等デイサービス及び基準該当放課後等デイサービスの事業について

準用する。ただし、次の各号に掲げる規定に該当する場合において、当該各号に定める

事業所については、この限りでない。 

(1) 次条の規定によりその例によることとされる児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下こ

の条において「基準省令」という。）第５４条の１０前段 同条に規定する指定生活

介護事業所 

(2) 基準省令第５４条の１１前段 同条に規定する指定通所介護事業所等 

(3) 基準省令第５４条の１２前段 同条に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所

等 

（令６条例１７・一部改正） 

（その他の基準） 

第５条 前条に定めるもののほか、法第２１条の５の４第１項第２号、第２１条の５の 

１７第１項各号並びに第２１条の５の１９第１項及び第２項の規定により条例で定める

ものとされた指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、法

第２１条の５の４第２項、第２１条の５の１７第２項及び第２１条の５の１９第３項に

規定する内閣府令で定める基準の例による。 

（令５条例１４・一部改正） 

第３章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

（最低基準の向上） 

第６条 市長は、高槻市社会福祉審議会条例（平成１４年高槻市条例第４４号）第１条に

規定する高槻市社会福祉審議会（以下「社会福祉審議会」という。）の意見を聴き、そ

の監督に属する放課後児童健全育成事業者に対し、放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができ

る。 

（暴力団の排除） 
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第７条 放課後児童健全育成事業者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。 

（専用区画の面積） 

第８条 放課後児童健全育成事業所に設ける専用区画（遊び及び生活の場としての機能並

びに静養するための機能を備えた区画をいう。）の面積は、児童１人につき１．６５平

方メートル（放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合

にあっては、１平方メートル）以上でなければならない。 

（職員） 

第９条 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人（４１人以上の児童により構成

する支援の単位にあっては、３人）以上とする。ただし、その１人を除き、補助員（放

課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。）をもって

これに代えることができる。 

２ 前項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同

時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、１の支援の単位を構成

する児童の数は、４０人（放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長

が認めた場合にあっては、６０人）以下とする。 

（その他の基準） 

第１０条 第６条から前条までに定めるもののほか、法第３４条の８の２第１項の規定に

より条例で定めるものとされた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に

ついては、同条第２項に規定する内閣府令で定める基準の例による。 

（令５条例１４・一部改正） 

第４章 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 

（最低基準の向上） 

第１１条 市長は、社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業者等

又は乳児等通園支援事業者に対し、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することがで

きる。 

（暴力団の排除） 

第１２条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、暴力団又は暴力団員等であ

ってはならない。 

（職員） 

第１３条 家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、１人とする。ただ
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し、家庭的保育者が、家庭的保育補助者（市町村長が行う研修（市町村長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であって、家庭的保育者を

補助するものをいう。）とともに保育する場合には、５人以下とする。 

（その他の基準） 

第１４条 前３条に定めるもののほか、法第３４条の１６第１項の規定により条例で定め

るものとされた家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

については、同条第２項に規定する内閣府令で定める基準の例による。 

（令５条例１４・一部改正） 

第５章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

（最低基準の向上） 

第１５条 市長は、社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設（助産

施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。以下この章において同じ。）に対し、児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように

勧告することができる。 

（暴力団の排除） 

第１６条 児童福祉施設の設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。 

（その他の基準） 

第１７条 前２条に定めるもののほか、法第４５条第１項の規定により条例で定めるもの

とされた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準については、同条第２項に規定する

内閣府令で定める基準（児童福祉施設に係るものに限る。）の例による。 

（令５条例１４・一部改正） 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 高槻市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年高槻市

条例第７４号） 

(2) 高槻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年高槻市条例第５８号） 

(3) 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年高

槻市条例第６２号） 

(4) 高槻市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備



5/5 

及び運営に関する基準を定める条例（令和元年高槻市条例第１９号） 

附 則（令和５年３月１６日条例第１４号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２６日条例第１７号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


